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実践キャリア・アップ制度 専門タスクフォース 

６次産業化人材ワーキンググループ（第７回） 

議事次第 
 

 

                    日 時：平成 23 年 11 月 1 日（火） 14:00～15:20 

                    場 所：合同庁舎４号館４階第４特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）調査事業（実証事業）について 

（２）６次産業化人材の名称の変更について(案) 

（３）その他 

 

３．閉 会 
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○大宮座長 それでは定刻になりましたので、ただいまより「６次産業化人材ワーキング・

グループ」の第７回になります会合を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、御参集いただきまして本当にありがとうございます。 

 さて、本日は、片岡委員、川口委員、玉沖委員、中嶋委員、仲元委員、森下委員さんが

欠席となっております。 

 また、先日、人事異動により連合の杉山委員が滝口委員に交代されましたが、本日は所

用により欠席となっております。 

 それでは、早速ではありますが、議事に移りたいと思います。 

 資料をごらんいただくとわかりますが、本日は「実証事業の詳細」と、以前から農林水

産省、経済産業省から御提案のありました「ワーキング・グループの名称変更」について

皆さんとともに議論したいと考えております。 

 それでは、まず事務局より資料１の「６次産業化人材 WG・起草小委員会の今後のスケジ

ュール（案）」、資料２の「調査事業（実証事業）の具体的内容について」、資料３の「評価

表のイメージ（案）」について御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 事務局です。よろしくお願いいたします。 

 まず、お手元にあります資料１について御説明をさせていただきます。「６次産業化人材

WG・起草小委員会の今後のスケジュール（案）」ということで、今年度いっぱいのこれから

のスケジュールと、来年度以降に何をやるかということを少し記述したものでございます。

全体にワーキング・グループで行っていただくことと、小委員会で行っていただくこと、

そして実証事業で行っていただくことの３つの構成になってございます。 

 10 月の頭に起草小委員会を開催いたしまして、調査事業の内容、今日の資料の２になる

んですけれども、こちらについて御議論いただきまして、どういった内容でやるかという

ことはほぼ決定したところですが、本日のワーキング・グループにおきましてこちらにつ

いて御確認をいただきまして、この内容で公募をするということの御了承を最後にいただ

きたいと思っております。 

 もう一つの議題といたしまして、以前から農林水産省、経済産業省から御提案がござい

ます、６次産業化人材 WG の名称を変更すべきという御提案をいただいておりますので、そ

ちらについて本日御議論いただきたいと思っております。 

 実証事業の今後のスケジュールですけれども、本日御議論いただきまして公募の御了承

をいただきましたら、今月の上旬を目途といたしまして委託先の公募の手続きに入らせて

いただきたいと考えております。内閣府の方で審査をいたしまして、今月中には委託先の

決定というスケジュールで進めたいというふうに考えてございます。 

 どこか委託先を決めまして、調査事業（実証事業）を実施していく中で、起草小委員会

を適宜開催いたしまして、これまでプログラム認証基準案と、あとは「できる」の評価基

準案について御検討いただいているところですけれども、特にプログラムの認証基準案に
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ついては、前回の起草小委員会との合同会合のときに藤村様から、今後、実施機関である

とか講師の要件、あるいはその必要時間数の設定等について、より議論を深めていくべき

だという御意見をちょうだいしておりますので、そちらについてより突っ込んだ議論を小

委員会で引き続き行っていきたいというふうに考えております。 

 「できる」の評価基準案については後ほど御説明させていただきますけれども、実証事

業において実在の６次産業化を既にやっている方々へのインタビュー調査をするというこ

とを考えておりますので、その中で６次産業化が「できる」ということを評価するときに、

どういう評価基準であるのが適当なのかということを、より突っ込んだ案の検討をしてい

きたいというふうに考えております。 

 その下でございますけれども、実際に評価をするときに必要となってきます評価シート

の作成ですとか、あとは過去の６次産業化のビジネスにおける実績をどういった手段で確

認していくかというような評価の実施方法についてのより突っ込んだ議論と、あとは「ア

セッサーの要件についての検討」と書いておりますけれども、今アセッサーについてはレ

ベル４以上の人ということでしか決まっておりませんので、アセッサーに具体的にもっと

明確な基準としてどういう方がいいのかということを今後、小委員会において議論いただ

きたいと考えております。 

 ワーキング・グループにおきましては、これらの小委員会で御議論いただくことについ

て適宜御報告をさせていただいて御承認をいただくということと、もう一つは「WG 適宜開

催」というふうに書かせていただいておりますが、評価の実施体制、あるいは評価の主体

と今後なってきます事務局、こちらについてはワーキング・グループにおいて事務局とは

いかなる団体が適当かという要件を決めていただいて、来年度において公募をしたいと考

えているんですけれども、事務局の要件ですとか、全体の運営体制についての検討を行っ

ていただきたいというふうに考えております。 

 また、この６次産業化人材で検討しております基準について、より多くの方にこれから

レベルの取得を図って取っていただくということに向けて普及・浸透方法をどのようにす

れば効率的なのかということについても御議論いただきたいと考えております。 

 「H24.3 月」というふうに書いてありますけれども、今年度中に実証事業の実施結果を

踏まえまして、小委員会の方でプログラム認証基準案と「できる」の評価基準案というも

のを策定いたしまして、今年度中を１つの目途としまして、プログラムの認証基準案と「で

きる」の評価基準案についてワーキング・グループの中で御承認をいただくという予定を

考えております。 

 来年度以降ですけれども、「被災地を中心としたモデル実施」と書かせていただいており

ますが、実践キャリア・アップ戦略全体が７月に決定されました復興基本方針の中に、被

災地の復興に資する施策ということが記載されているということもございまして、被災地

を中心といたしましてモデル的なレベル認証の実施というのをやっていきたいと考えてお

ります。 
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 例えばですけれども、被災地や周辺地域で説明会を開催する等の普及・浸透を図ってい

くとか、あるいは先ほど申し上げたレベルを認証する主体となる事務局を認証する。また、

レベルを取っていただいて、そのレベルを積み上げていくデータベースの構築、あるいは

実際にレベル認証を進めていく。そういったことを来年度に行っていきたいと考えており

ます。 

 スケジュールについては、以上でございます。 

 その次に、今日の議題の１つ目でございます「調査事業（実証事業）の具体的な内容に

ついて」ということで、資料２に基づいて御説明させていただきます。 

 まず、最初に「趣旨」を書いておりますが、本調査は、既存の６次産業化、農商工連携、

アグリビジネス、食農連携等に関する人材育成プログラムの内容や、そのプログラムを受

講した方の経験や実績を分析しまして、これらの分野で高い実績を上げている実践者の先

進的な取組みを分析することによって、プログラム認証基準案と「できる」の評価基準案

の２つについてレベル感や項目が妥当であるかということを検証することを目的として行

いたいと考えております。 

 その次のなお書きですが、先ほど申し上げました実践キャリア・アップ戦略というのは、

復興基本方針の中にも位置づけられているものでございますので、本事業におきまして被

災地及びその周辺地域で過去実施されましたプログラムですとか、その周辺で活躍されて

いる方々の経験、実績の分析というのを優先的に行うということにさせていただきたいと

考えております。 

 その次、２番目の「調査内容」なんですが、この事業全体といたしまして、どちらかの

機関に委託をして行っていくということを考えているんですけれども、まず１つ目、「プロ

グラム認証基準案の妥当性の検証」ということで、起草小委員会においてプログラム認証

基準案をつくるに当たりまして、大学等のカリキュラムのシラバスを参考にして検討して

きているところなんですけれども、それを実際に教えられている内容に即して、より具体

化をするということが（１）の事業の目標となっているところでございます。 

 まず、１番目の「調査対象」ですが、過去５年間、2007 年からこれまでの間に教育機関

や行政機関の研修事業等によって実施されました６次産業化、これは本日、後ほど名称変

更について御議論いただきますので、名称を変更するということになりましたら、こちら

は全部変更後のものに修正させていただきますけれども、とりあえず今の段階では６次産

業化ということにさせていただきます。 

 ６次産業化について５機関以上というふうに書いてございますけれども、ある程度、数

多くのプログラムを比較することによって、より精緻な基準ができるだろうということで、

５機関以上のプログラムを対象とするということを考えております。 

 そのプログラムの実施機関ですが、被災地やその周辺地域の機関を必ず２つ以上含んで

やる。それ以外は全国の被災地以外のところということでそれは構わないんですけれども、

全体として５機関以上にしていただくということを考えております。 
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 その次について、２ページにいきまして「調査内容」ということです。５機関以上のプ

ログラムを選定いたしまして、小委員会で検討しておりますプログラム認証基準案と比較

をいたしまして、プログラム認証基準案ではレベルの１から３までの間にそれぞれ、例え

ば食品安全の分野ではこれぐらいのことを勉強しなければいけないとか、経営管理の分野

ではこれぐらいということが書いてございますけれども、プログラム認証基準案と実際に

教えられているプログラムの比較をいたしまして、相当するプログラムが行われているか、

あるいはどういった内容で行われているか、時間数や講師、講義形式がどういったものか

ということを整理するということを考えております。 

 そういった整理をいたしまして、その次のイですが、プログラム認証基準案が妥当であ

るかどうか。既存のプログラムと比較をして不足しているものや、あるいは追加すべきも

のがないかどうか。重要度の低いものが入っていないかといった妥当性の検証を行うとい

うことを考えております。 

 次のウですが、その検証を踏まえまして最終的にプログラム認証基準案の修正案を作成

いたしまして、小委員会で調整を行った上で、最終的に本年度、来年の３月を目標といた

しまして、本ワーキング・グループにお諮りをして御承認をいただきたいと考えておりま

す。 

 その次ですが、「（２）「できる」の評価基準案の妥当性の検証」と書いてございますけれ

ども、これはプログラムを受けて卒業をして間もない方々に対するインタビュー調査のよ

うなものを想定しておりまして、レベルの２から３、４の基準をつくるということを目標

としてこの事業を行いたいというふうに考えております。 

 まず、「調査対象」ですが、今回、６次産業化人材のレベルの１から７をつくるに当たっ

て、レベルの２から４までは３つのコース分けというのをさせていただいていたと思いま

す。本事業におきましても、その３つのコース分けに即して実際の調査というのをやりた

いと思っております。全体といたしまして 20 名程度以上を対象といたしまして、３つのコ

ース分けに沿いまして事業主と、法人で雇われて働いている方と、コンサルタント・アド

バイザーの３つの区分ごとにインタビュー調査するということを想定しております。 

 対象者につきましては、過去５年の間にプログラムを受講した方の中から選ぶというこ

とを原則としております。そして、こちらも先ほどと同様に被災地及びその周辺地域で活

動している方というのを、先ほどのコース分けの区分ごとに必ず２人以上は含むというこ

とを想定しております。 

 「調査内容」ですが、３ページにいっていただきまして、先ほど選定をいたしました 20

名の方に対しまして「できる」の評価基準案、これは後ほど資料３で御説明させていただ

きますが、「できる」の評価基準案というのは前回の合同小委員会のときに御議論いただき

ましたけれども、６次産業化人材の「できる」をどうやって評価をしていくかということ

で、過去の「経験」ですとか「成果」というのを一定の項目に分けて加点方式で評価をし

てはどうかということを御議論いただきましたが、その中身であります経験年数ですとか、
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事業成果ですね。事業成果というのはここに書いてございます売上・収支、商品・サービ

スの開発、販路開拓・プロモーション、あるいは連携・コーディネート体制、こういった

ことをどの程度構築できているのかということを、実際に 20 名の方に対してインタビュー

調査をして、どの程度達成できているのかということをこの調査で分析をしたいというふ

うに考えております。 

 その次の②ですが、これは実際にプログラムを受講された方に対しまして、このプログ

ラムに対して評価をお聞きする。例えば、御自分が受けられたプログラムに必要な内容、

あるいはこれはちょっと必要ではないんじゃないかと思ったものがあるかとか、あるいは

受講の前に何を知っていたか、受講した後に更にこういったことについてはもっと付加的

に学びたかったということがあるかといったプログラムの評価というのをお聞きする。こ

の２つを考えてございます。 

 これは、ヒアリング調査でインタビューを行うということを想定しておりまして、これ

を通じてそれぞれ項目ごと、先ほど申し上げた経験年数とか事業成果、売上・収支等の項

目ごとに、例えば何年やっているとか、幾ら以上とか、どういった取引先がいるとか、そ

ういった実績値や取組み内容というのを分析していくということを想定してございます。 

 その次、少し飛びまして下のパラグラフのイですけれども、これらの分析を踏まえまし

て「できる」の評価基準案が妥当であるかというのを検証していただきたいと思っており

ます。 

 「①レベルの定義の妥当性」というふうに書いてあるんですが、これは５月のワーキン

グ・グループにおいてとりまとめていただいた６次産業化人材のレベルのイメージという

ことで、レベルの１から７までおまとめいただいた１枚の表がございますけれども、あれ

のそれぞれのレベルの１から７までに書いてある、主にレベルの２から４までに書いてご

ざいますレベルごとの定義が妥当であるか。あるいは、評価基準案に記載されております

項目が実際に６次産業化に取り組んでいる人の「できる」を評価するに当たってふさわし

い項目であるかというのを検証していきたいと考えております。 

 その次、おめくりいただきまして４ページでございます。これも先ほどのプログラムの

基準と同様に、実証事業を踏まえまして「できる」の評価基準案の修正案をつくりまして、

そちらについても来年の３月を目途といたしまして本ワーキング・グループにおいて評価

基準案ということで御承認をいただきたいと考えております。 

 その次ですが、３番目は「実践者ヒアリング」です。これは今、御説明したプログラム

の卒業生のヒアリングよりももう少しレベルの高いと言いますか、高い実績を上げている

方、いわゆるプロレベルの方を想定しているものでございます。６次産業化の分野におい

て高い実績を上げている方や、本テーマに関する有識者の方に対しまして、下に書いてご

ざいます主に６個の項目についてお聞きすることを考えております。 

 まず、実績を上げるまでにどこでどのような経験をしたかということ。 

 そして、ビジネスに必要となる知識というものをどのように習得したかということ。こ
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れは、「わかる」の部分をどこで学んだかということです。 

 ３番目ですが、事業の多角化や商品のブランド化というのをどういうことを積み重ねて

図ってきたのかということ。 

 そして、商品をつくって販路をどのように広げていったのかということ。 

 その次ですが、６次産業化に必須と言えると思いますけれども、関係者やプロジェクト

を束ねていく「マネジメントスキル」をどのように習得したかということ。 

 最後ですが、レベル２から４の基準をつくるに当たって是非聞いておきたいところなん

ですけれども、ほかの実践者の方を評価する場合にどういったポイントで評価をしていく

のかということ。これらの項目をプロレベルの方からヒアリングしたいというふうに考え

ております。対象者の方は 10 名から 20 名程度を目安にいたしまして、こちらについても

複数名、被災地及び周辺地域の方を含むということを考えております。 

 その次、５ページにいっていただきまして「作業スケジュール」、４番のところをごらん

いただきたいと思います。先ほど申し上げましたとおり、本ワーキング・グループにおい

て御承認をいただきましたら、今月の上旬に受託者の公募というのを内閣府のホームペー

ジにおいて開始したいというふうに思っております。 

 その後、12 月から２月まで、プログラムの基準と「できる」の基準の調査と検証という

のをヒアリングと並行してやっていただきまして、３月中には報告書のとりまとめをして

いただくということを想定しております。 

 ５番目ですが、実証事業をホームページで公募いたしまして、内閣府でその応募のとり

まとめをいたしまして、それぞれ事業者の方にどういったインタビューをやっていくとか、

あるいはどういった方にインタビューするというような提案をしていただくんですけれど

も、その提案内容の点数を付けるということをさせていただきまして、どこか１つの事業

主体を選考するということをさせていただきたいと思っておりますが、その際の留意点と

いたしまして、過去５年の間に複数件の本テーマに関する調査研究の実績がある方と、も

う一つは実際に遂行可能な人をたくさん確保しているところということで、きちんと事業

をやっていただける方、団体というのを公正に選ばせていただきたいと考えております。 

 資料２については、以上です。 

 続きまして、資料３「評価表のイメージ（レベル２～４）（案）」というものをごらんい

ただければと思います。 

 これはまだ起草小委員会において議論の途中でございますので、途中経過の御報告とい

うことになりますが、これから実証事業をしていくに当たって、実在のインタビューをす

る中で、こういった評価表に基づいて実際にそれぞれの方の取組みというのがどういった

レベルにあるのかというのを判定していく一つの目安、たたき台のイメージとして作成し

ているものでございます。 

 この評価表の考え方については、基本的にレベルを申請していただく方に、今後この評

価表に基づいてそれぞれ御自分がどれぐらいの位置付けにあるかということをまず採点し
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ていただいて、アセッサーがその全体を見てその点数どおりかということを採点していく

というのが１つの考え方なのではないかと思っているんですけれども、お１人についてこ

ちらの評価表１枚を当てはめていくというイメージを持っております。 

 前回の合同委員会で御議論いただきましたけれども、６次産業化の取組みというのは御

存じのとおり非常に多様であるということでございますので、できるだけ個々人の取組み

のアピールポイントというのを高く評価することができるように、想定できる評価指標と

いうのをいろいろ多様な形で記入したというものになってございまして、これでアピール

ポイントでそれぞれ加点をしていただいて合計点の高いもの、例えば全体で 100 点満点に

なっているんですけれども、例えば 80 点以上であればレベル４で、50 点以上であればレ

ベル３とか、そういった合計点によってレベルの差をつけるということを想定しておりま

す。 

 全体的に青くなっているところがそれぞれの配点なんですけれども、５つの柱になって

おりまして、それぞれの柱ごとに 20 点で、合計 100 点ということを想定しております。 

 それぞれの評価指標ごとに A、B、C ということで赤、緑、黄色というふうにしておりま

すけれども、一番点が低い C の部分というのは、例えば売上げであれば減っているとか、

取組みであれば全然やっていないというのをなかなか評価するのは難しいのかなというふ

うに考えておりますが、一方で真ん中の B のところについては、取組みをある程度、年月

をかけて維持をしているとか、特徴的なことに取り組んでいるということであれば、それ

は一定の評価はできるだろうということで B ということで、例えば５点の点数を加点する

ということを考えております。 

 その次の A のところですが、売上げがある程度目覚しく伸びているとか、あるいは非常

に特徴的な取組みを何件もやっているとか、多角的にやっているとか、非常にそのポイン

トを与えられると考えられるものについては、例えば 10 点というような高い点数で採点す

るということを考えてございます。 

 それぞれの中身については、まず青いところの①ですが、「売上・収支」と書いてござい

ます。６次産業化の取組みと言っても１つのビジネスモデルということだと思いますので、

ある程度、売上高であれば伸びているとか、収益性がある程度上がっているということを

評価してはどうかということで、１つこういった項目を設けております。 

 その次に「②商品・サービスの開発」ですが、まず１つ目の「商品化」、これについては

主にその商品ですとかサービスの内容がどうかという内容に着目して、内容が例えばブラ

ンド化であるとか、差別化に取り組んでいるとか、よりオリジナリティが高いものであれ

ば高く評価ができるような仕組みを考えております。 

 その次は「多角化」ですが、これは商品やサービスの開発をたくさんの件数をやってい

るとか、あるいはその生産・加工・販売にとどまらず、飲食や体験、観光等といった、よ

り先のサービスまで展開していれば、より高く評価できるのではないかということで高い

点数が付けられるというようなことを考えております。 
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 その次、「③販路開拓・プロモーション」ですけれども、これにつきましては A のところ

に「都市圏や他地域への商品・サービスの提供や誘客など域外需要の掘り起こし」という

ふうに書いてございますが、地域内ではなくて、より遠くまで売り先を見出しているとこ

ろというのは、より高い評価をすることができるのではないかということで、高く評価は

できるというふうに書いてございます。 

 その次、「メディア等への情報発信」です。これにつきましては、例えば自社のホームペ

ージなどで情報発信に取り組んでいるということを中間程度で評価をいたしまして、更に

外部の雑誌ですとか新聞等のメディアを活用して積極的な情報発信を行っているというの

は、非常に高く評価ができるように考えております。 

 その次④の「連携・コーディネート」ですが、これはまさに６次産業化ということです

ので、生産・加工・流通の各事業者との連携体制を構築しているとか、あるいは自ら一体

的にやっているということを非常に高く評価できるようにしております。それで、B のと

ころは「生産者、加工業者、販売先等の直接取引を行っている。」というふうに書いてござ

いますけれども、例えば道の駅に出荷をしているとか、一次加工をやっているとか、６次

産業化に踏み出した段階というのは中間ぐらいの点数ということを考えております。 

 その次の「地域活性化への貢献」は、実際に地域の農林水産物や未利用資源の有効活用

に取り組んでいる段階というのは中間程度の点数ですが、更にその取組みによって地域そ

のものの知名度がアップしたりですとか、訪問者数が非常に増加しているということであ

れば、非常に高く評価できるのではないかということで書いてございます。 

 「⑤その他のアピールポイント」についてはオリジナリティのある６次産業化のそれぞ

れの取組みの中で、御自分のアピールポイントだと思うところをたくさん書いていただい

て、加点方式でどんどん高い点数で評価できるような仕組みにしたいと思って、その他と

いう欄も書いています。 

 その１つといたしまして、まず「雇用創出」ということで、これは直接的な６次産業化

の結果というよりも、むしろ６次産業化のビジネスを行うことによって法人の規模がどん

どん増えていって、雇用を生み出しているということであれば非常に取組みの効果として

ひとつ高く評価できるだろうということで項目を設けております。 

 その下の「その他のアピールポイント」のところですが、ここについてはその人ごとに

オリジナリティがある部分というのをそれぞれ記載していただくということを書いており

ます。 

 先ほど申し上げましたが、実証事業を通じまして、こういった評価表のイメージ、たた

き台に基づいて実在の今、活躍している方の評価というのをまずお試しでさせていただい

て、そのデータを基に、例えばこの項目はもう少しこういうふうに直したらいいんじゃな

いかとか、あるいは今、何％以上増加というところが空欄になっておりますけれども、こ

のデータを埋めていくというような作業を今後していきたいと考えております。 

 資料３は、以上でございます。 
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○大宮座長 ありがとうございました。 

 資料１のスケジュール、資料２のこれが重要になってきますが、調査事業（実証事業）

の趣旨、内容、これからどんな形でやって報告書をつくっていくのかという内容について

資料３の評価表のイメージ、かなり内容的にはたくさん豊富なデータがありますので、今

の説明について御意見のある方、どこからでも結構ですのでお手を挙げて御意見をおっし

ゃっていただければと思います。どんなことでも、ちょっと気付いたことでも結構ですの

で、よろしくお願いいたします。 

○嶋崎委員 すみません。私はここ何回かお休みしたので、前のことを理解していないの

は私だけの問題なんですが、今日のこの文章の被災地におけるという中で、この事業をや

るのに必ず被災地に限定する。なぜ被災地にここまで６次産業化のこの件について限定す

るのか。例えば５つ、６つの中に被災地及びその周辺地域の機関を必ず２件以上含むこと

とか、逆に言えばそこまで入れなければこの事業はできないのかというのが１つ、ちょっ

と私のあれでございます。 

 それからもう一つ、評価表のイメージですね。資料３です。これについて「売上・収支」

のところなんですけれども、これの A、B、C は問題ないんですが、このベースを例えば個

人レベルで 1,000 万の 100％アップは容易です。ところが、このベースが１億だとか、10

億のベースになると全然この評価が違ってきますよね。この辺をどのように理解している

か、ちょっと教えていただければありがたいと思います。 

○大宮座長 これは、１つ目は主査ですか。 

○内閣府神田審議官 被災地との関係については先ほど資料２のところにございますよう

に、復興の基本方針の中で、特に今後被災地においては６次産業化等の高度化が重要であ

るということ。 

 実はほかの職種について、例えば介護人材等についても、その地域で生活サービスなど

を支え合うような地域包括ケアというようなことを被災地を中心につくって、それを全国

に広めていってはどうかというようなことがその復興基本方針の中で提言をされておりま

す。そういう意味で、復興にも役立てるということでまずその目先、震災復興にも役立つ

ような形でこの仕組みを立ち上げていきたいということで、その部分についてできるだけ

データを集めたいという趣旨で、その趣旨のところに書かせていただいているということ

であります。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。 

○嶋崎委員 そうであれば、今の説明ですとイメージはわかります。しかし、あえて被災

地からスタートしてほかの方ということもありますけれども、すべてそこから入らなけれ

ばいけないという理論はちょっとおかしいんじゃないかと思います。 

 例えば、九州や四国の方の何か６次産業化を興すとき、必ず被災地の方に云々となると

難しいような気がしますけれども、その辺はどうなんでしょうか。事業をやるときに優先

的に被災地の方々云々という文章ならばわかるんですけれども、あくまでもここの被災地
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における地域等から優先的にスタートしなさいみたいに聞こえるんですけれども、その辺

は私の勘違いでしょうか。 

 どんな事業でも事業をやるときに、別に被災地が入らなくても中身がよければ採択され

るということでしょうか。 

○内閣府神田審議官 ここの趣旨は被災地だけということでは勿論ないわけですけれども、

先ほど申し上げたような復興の基本方針にもそういうことがうたわれていて、まず被災地

においてこの人材育成等を進めて、それをその被災地の復興にも役立てるようにしていき

たいということで、今申し上げたようにできるだけそういうデータについても集めたいと

いうことですので、ほかの地域を排除するとか、そういう趣旨では勿論ありませんけれど

も、今申し上げたようなことからそういう地域での人材育成プログラムですとか育成とい

うことについて役立つような情報を、この中でできるだけ集めたいということでございま

す。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。基本的には、日本全体の仕組みづくりを検討する。そ

れで、趣旨のところにありますように、なお、今、まさに起こっている被災地に対しても

活用できる、あるいは被災地のデータを特に収集できるものはして支援に生かしたいとい

うことで、なお書きという形で、だけども非常に真剣勝負だということで理解していただ

くという形でいかがでしょうか。 

○嶋崎委員 はい。 

○大宮座長 では、次をお願いいたします。 

○大久保主査 ２点目の件ですけれども、売上高の伸び率の項目で、1,000 万を 10％伸ば

すのと、１億を 10％伸ばすのでは、それは難易度も価値も違うということに関してですけ

れども、そのとおりだというふうに思っています。 

 ここに年間で△％と、どういう数字を入れたらいいのかということはまだ考えていない

んですけれども、これは現在の段階ではまだ売上高及び伸び率と言った方がいいでしょう

か。そこをちゃんと見ようじゃないかという項目を決めた段階で、まだ何をもってレベル

がどのぐらいかと認定するかという、評価基準のところまでまだ作成しておりませんので、

今、嶋崎委員がおっしゃったとおりだというふうに思いながら細目を決めていきたいと思

っております。 

○大宮座長 ここは、事業規模とか取扱い額によっても全然違ってくるので、その辺りも

実証事業の中でしっかりと把握してはめ込んでいくということが確認されたというふうに

理解したいと思います。 

 では、お願いいたします。 

○栗原委員 資料３の評価の表ですけれども、①から⑤までありまして、これを拝見しま

すと⑤というのはどちらかと言うと加算ポイントというか、追加ポイントのような感じが

するんです。その場合に、この配分が①から④までが 20 点、それで⑤も 20 点ということ

ですが、この追加加算ポイントが 20 点であるということが果たして妥当なのかどうか、ち
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ょっとその辺の感触はどうかと思いまして。 

○大宮座長 100 点満点の 20 点というのは大きいのか、小さいのか。 

○大久保主査 この配点はどうしても難しいところで、本当は 100 点満点じゃなくてもっ

と突き抜けて青天井で加点になってもいいという考え方もあるかもしれません。 

 一応、こういうたたき台の案にさせていただいた背景というのは、①番から④番のとこ

ろの項目がいわば食における生産・加工・流通を一体的にビジネスとして付加価値を付け

て取り組んだということに対して、そのことをやったんだということを満たす、ある意味

では①番から④番というのは必要項目のような感覚がございますので、やはり一定程度は

この①番から④番でウエートが立っていないとおかしいだろうというところであります。 

 ⑤番を 20 点で限定にするか、もう少しプラスアルファを認めるか、あとは技術論という

ことになりますので、これはもし最終的に実証事業を見た中で⑤の要素が相当大きいだろ

うなということが出てくれば、そのときにちょっと調整で考えたいと思います。 

○大宮座長 100 点の中に収めて 20 点を少し全体的なという、その他プラスというたたき

台にしていますけれども、別であれば①から④までで 100 点満点にして、プラス 50 点の総

合評価、全体的な評価みたいな形で明確にわかるところを 100 点にしてプラスアルファ 20

点と 50 点というものもあると思うんですが、これは実証評価の中でその辺りを検討すると

いうことでいいと思います。 

 そのほか、お願いいたします。 

○佐藤委員 多分、議論されていらっしゃるんだろうと思いますが、５ページに書いてご

ざいます、「５ その他」で、これは一般競争入札の総合評価方式で受託者を決めるという

ことになっておりますが、調査研究の受託実績がある事業者と言うのは例えばおおむねど

んなところを想定していらっしゃるのか。もし想定していらっしゃるようなイメージがあ

れば、教えていただければありがたいと思います。 

○大宮座長 資料２の５ページの「５ その他」の（１）です。受託実績がある事業者に

ついてイメージをということです。 

○事務局 特に固有のどちらかの団体を想定しているということはないんですけれども、

一般的に民間の調査研究をやっている会社とか、シンクタンクであるとか、そういったと

ころは民間でやっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういった

方に広く公募いたしまして手を挙げていただいて、その中で決めていくということをやっ

ていきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○大宮座長 そのほか、どうぞ。 

○経済産業省 事実関係だけ確認させていただきたいんですけれども、今の契約の方式に

ついて一般競争入札という御指摘がありましたが、これは随意契約ではないかと思います。

企画競争だと認識しておりますが、その点はどうなんでしょうか。 

○内閣府山下参事官 企画競争でございます。 
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○経済産業省 そうすると、一般競争入札じゃなくて随意契約の類型であるという理解で

よろしいでしょうか。 

○佐藤委員 今のお話ですが、一般競争入札というのは多分、特定の人たちでなくて広く

受託者を募集するという意味だと思うんですね。その中で選別というか、選択の方法が総

合評価方式ということになるんだろうと思いますが、つまり入札価格を競るわけじゃない

ですね。これは価格が決まっていて、企画でコンペさせてもらうという方式でやるんです

よね。 

○経済産業省 その場合は、一般競争入札にはその最低価格落札方式と総合評価落札方式

の２つがあると思います。それ以外は随意契約になると思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局 総合評価方式によりますので、提案の内容と価格の両方を内閣府の方で決めて

おります基準に従って審査をするということを考えております。 

○経済産業省 ありがとうございました。事実関係だけですので。 

○大宮座長 そのほかに、お願いします。 

○小川委員 その場合、各項目の比重が非常に大きいことになると思うのです。例えば、

価格と企画の内容で、価格が安ければやはり点数は高くなるわけですね。 

 そうすると、その中で我々はこの企画の内容をもっと高い、いいものをやっていただい

て安いものが重視されるようなことは避けないといけないと思うのですけれども、その評

価の配分はどういうふうに考えているのか。これから考えられるのかもしれませんけれど

も、それは我々もよく調査を出しますので重要な要素になるかと思うのです。その辺はま

だこれから詰められるのでしょうか。 

○大宮座長 価格設定よりも内容の充実を担保してほしいということですが、これから相

談ということでよろしいですね。 

○小川委員 それと、先ほどの嶋崎委員の質問に関連したことなのですが、この調査の中

でやはり被災地がかなり重視されているということは理解はできるのですが、例えばこの

２のアのところで、20 名程度のヒアリングの中で被災地を各項目は２人以上を含むという

ふうになっているのですけれども、これは例えば３名とかというふうになってきたときに、

被災地の今の状況というのは少し特異という言い方は失礼なのかもしれませんが、非常に

特殊な状況ではあると思うんですね。 

 我々は、この６次産業というのは全国に広げていかないといけないと思いますので、こ

この２名以上あるいは３名、先ほど評価の基準の中でこの３名が４名であったりすると非

常に高い点数になるとか、そういうことはあり得ないとは思うのですが、２名以上と書い

ていたときにはその特異なところのデータに偏りは出ないか、すごく気にはなります。そ

の辺はどうお考えなのでしょうか。 

○大宮座長 20 人のうち６名になりますので。 

○小川委員 そうすると３割ですね。以上と言うと、ひょっとして４人だと５割近くなっ

たりすると、特異なデータに結果が引っ張られるんじゃないかという危惧がありますが。 
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○大宮座長 この辺はいかがですか。 

○大久保主査 おっしゃるとおりだと思います。被災地の状況については、一般的な状況

にプラスアルファの状況が加味されると思いますので、その状況を把握したいということ

でありまして、そればかりをやってしまうと全体の判断がちょっと違うだろうということ

はそのとおりだと思いますので、そこをどんどん限りなく高くしていきたいというふうに

思っているわけではありません。最低、必要な割合を被災地のデータとして収集したいと

いうふうに考えております。 

○小川委員 すみません。ちょっと経験的なことで、やはりいろいろなデータを取るとき

に 20 名ぐらいは重要な要素だと思うのですけれども、20 名プラス例えば２名かける３が

被災地とか、そういうふうな考えもあるのではないかと私は思いますが、20 名の中の６名

とか７名になってくるとかなり比重が大き過ぎるんじゃないかという気がします。 

○大久保主査 これは、被災地でどれぐらいの数があれば一応データとして最低限情報収

集になるかということと、あとは全体の予算との掛け合わせの問題でございます。おっし

ゃるとおりだと思っていますので、あとは全体の予算との相談でやりたいと思います。 

○大宮座長 今は２点で、被災地のデータも必要ですけれども、全体の枠組みの中で全体

の母数もしっかりとできたらつかんで 20 プラス 6 ぐらいでやれれば一番いいんですが、予

算との関係で十分に検討してということになると思います。 

 そのほかに、お願いします。 

○鈴木委員 話を聞いていると、どこか大きな会社なり機関にどかんと何か調査を任せる

ようなイメージの話なのかなというふうに受け取ってしまえる感じがしているんですけれ

ども、得意分野というのは人それぞれで、例えば水産業の分野だったら僕はやれますよと

言いたんだけれども、でも被災地が入るんだったら被災地は絡んでいないから自分のとこ

ろのノウハウは活かせないな。 

 では、予算上、被災地を入れなければいけないのかもしれないんですけれども、それが

入ることによっていいモデルを持っているところが僕はやりたいと言えないのかなと。そ

れも政治だからしようがないのかなという部分もあるんですけれども、ちゃんとそれぞれ

の分野で区切って募集をされるわけですから、農業分野でやりたい人、はい、という形で

いくわけですか。 

○大宮座長 これは６次産業化の調査ですので、全体の分野を区切っていくというよりも、

全体の１つのフォーマットで出掛けて丁寧に、丁寧にヒアリングしていくということにな

ると思いますので、区切ってはいかないと思いますが。 

○大久保主査 委託先は余り細分化できないので、これは事務的なオペレーションの問題

です。 

 ただ、その中で調査対象となる方のヒアリング、例えば実践者のヒアリングというとこ

ろに関しては、多分いろいろな分野にまたがるように、それぞれのところからバランスよ

く人選をしたいと思っていますし、更に言えば、事務的にはそれは委託会社に任せるんで
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すけれども、これは小委員会の委員とか内閣府のスタッフも同席をした上でヒアリングす

るというようなことも考えていますので、そういうことで全体のバランス的にはおっしゃ

っている懸念がないようにやりたいと思います。 

○大宮座長 現実的には 20 プラス 20 で 10 から 20 ですけれども、最低でも 30 から 40 ぐ

らいの調査、特に実践者のベテランの成果が出しているものに関しては 10 から 20 で、そ

の前の段階が 20 名という形で今は想定されています。 

 今、主査がおっしゃったように、３ページの真ん中にヒアリングには小委員会の委員と

か内閣府の職員がついてしっかりとやるということなので、今のような懸念がないような

形でお願いしたいというふうに思います。そのほかにございますでしょうか。 

 では、お願いします。 

○藤村委員 タスクフォース委員の藤村です。 

 ４ページの「実践者ヒアリング」のところで御意見を申し上げたいと思います。４ペー

ジの「実践者ヒアリング」の①のところなんですけれども、「実績を上げるまでにどのよう

な経験をしたか」ということがこの中で一番「できる」を評価するときの大事なことだと

思っておりまして、今ここに書いている経験だけでしたら何を聞くのかがいまひとつよく

わからないものですから、経験というのは恐らく皆さんの職務とその作業の積上げ、単に

その職務と作業の積上げではなくて、その実績を上げられた方々のマインドとか価値基準、

そういうものが作用しまして、その職務と作業の積上げにオンされて経験、要は実績が上

がる経験になると思うんですね。 

 この経験のヒアリングのもうちょっと細目を検討されて、ヒアリングに臨んでいただけ

ればと思っています。単に漠然とした経験ですと、ちょっとまだもったいない感じがして

おります。以上です。 

○大宮座長 ②、③、④、⑤と、その後の内容での経験の掘下げもありますけれども、職

務作業だけにならないようにマインドとか、価値基準とか、そのプロセスを丁寧に経験が

掘り下げられるようなということですので、今後検討するということでお願いしたいと思

います。そのほかいかがですか。 

 大分御意見もいただきましたので、もう一つ重要な御議論があります。大久保主査より、

資料４の「６次産業化人材の名称の変更について（案）」の御説明をお願いしたいと思いま

す。 

○大久保主査 これは以前からワーキングでも申し上げてきたことでありますけれども、

「６次産業化人材」という言葉ですが、これはあくまでも仮称でございまして、実際にこ

のレベルを認定して運用するに当たっては名称を検討しましょうということでありまして、

その議論をいただきたいというふうに思っています。 

 １番の「趣旨」に書いてありますとおり、これは改めて申すまでもないことですけれど

も、この６次産業化人材というのは「食」に関するところの人材の領域を取り上げている

ものでありまして、何度かこの場でも確認のための御質問があったと思いますが、農林漁
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業者が加工や流通に手を広げて取組みをしていくという①のようなケースもあれば、製

造・加工業者や流通・小売・飲食業者等が農林漁業の方にまでネットワークを広げて新し

い価値づくりをしていくという②のような取組みもあるわけであります。その全体をとら

えてこのネーミングを考えたいということで、もう一度しっかりとネーミングを決めるタ

イミングを持とうということをお約束していたわけであります。 

 （２）にありますとおり、現在の「６次産業化人材」という仮称の名称については、幾

つかこのままだとちょっと問題があろうかというふうに皆さんからも言っていただいてい

たと思います。それは、「６次産業化」というものだけだと、これはバイオマスとかの「食」

以外の領域も含んで６次産業化というふうに呼んでおりますので、これだと範疇がよくわ

からない。「食」の範疇だということが特定されないということですね。 

 あるいは、②に書いてありますとおり、農商工連携というのもほとんど同じような意味

合いで我々は６次産業化という言葉で簡略化してくくっておりますけれども、その事業の

中で受講してきた人たちというのも同時に全くこれのコアターゲットであります。そうい

う人たちも含めて全体に、今回の趣旨がしっかりと、これは自分のためのものなんだなと

いうことがわかるようにしておかなければいけないということが２番です。 

 ３つ目は、今回は先ほど御議論いただきましたとおり、実証事業で調査事業の公募をい

たしますので、もうそろそろ決めなければ、タイミング的には決めたい。そんなようなこ

とから、今日議案として提案をさせていただいているわけです。 

 具体的に、２番目に新しい名称に関してポイント、留意点ということを整理させていた

だいております。 

 １点目は、「「食」に関するビジネスを行うことを表す名称であること」、「食」というこ

とを表すものが入っていることが必要だろうと思います。 

 それから、「生産・加工・流通・販売の連携や一体化を行うことを表す名称であること」、

これが２点目であります。 

 ３点目は、農商工連携人材育成事業による、これは前の②に書いてあることと全く同じ

ことでありますけれども、そういう範疇の人も含めて対象であるということが阻害されな

いものである。 

 そして、今回は事業主、それからそれをやっている法人のスタッフと、それからコンサ

ルティングなどアドバイザーという２種類のある種プレイヤーとプランナー、コーディネ

ーター、そういう両方の人たちが入っているわけでありまして、その両方を含む名称であ

ること。 

 そして、その次に書いてありますが、「端的でなじみやすいものであること」。これは、

実際のレベル認定を受けていただいたときに、例えば何々のレベル４ですよということを、

私であれば自分の肩書きの下にもう１行書いて名刺に入れていただくとか、そういうふう

に使っていただけるようなものをイメージしたいので、「端的でなじみやすいものであるこ

と」ということを書かせていただきました。 
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 それから、既にこの領域については幾つかの資格等もございますので、そういう民間の

資格制度と同一の名前は排除しなければいけないので重複しないものであること。 

 こういうような条件で決めたいというふうに思っております。 

 ３番目が「名称の変更案」ということで、ここに６案並べさせていただいています。似

たようなものもあるんですけれども、一たん我々の方と、それから事務局と経済産業省、

農水省の方からも案をいただきまして６案をつくりましたので、これを皆さんの方でどの

案がいいかということを御審議いただきたいと思っています。 

 ①が「フード・プロジェクト・マネージャー」、②が「フード・ビジネス・プロデューサ

ー」、③が「フード・パートナー」、④が「農林漁業ビジネス人材」、⑤が「食の６次産業化

プロデューサー」、 ⑥が「フード・チェーン・プロデューサー」ということをここでは案

として挙げさせていただいております。できれば、このワーキング・グループの中で第１

候補、第２候補ぐらいを絞り込んでいただいて、最終的には内閣府の方の古川大臣を含め

た政務三役と最終確認で決定という形に持っていかせていただければと思っているところ

であります。 

 なお、別添でもう１枚、「６次産業化人材の名称の変更に関する委員の意見について」と

いうことで、今日欠席されている委員の方で何人かの方からは事前に御意見をいただいて

いるところでございますので、合わせて御参考にしていただければと思っております。 

 皆さんから御意見をいただく前に補足の説明なりがあれば、農水省と経産省の方からも

一言ずつお願いできればと思いますけれども。 

○大宮座長 それでは、補足から入りますか。どちらからでも結構ですので、お願いいた

します。 

○経済産業省 経済産業省でございます。この名称の変更につきましては、６月末のワー

キング・グループの中におきまして、経済産業省の方から商工連携人材育成事業という、

ここの人材育成事業の対象になっている人がちゃんとその対象であることがわかるように

ということで、人材の名称の変更の検討に至ったというふうに承知をしております。 

 ただ、そういった意味でこの留意事項にも書いてございますけれども、その点を含めて

御議論いただければありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○農林水産省 農林水産省でございます。前回のワーキング・グループのときもお話をい

たしました。今日のポイントのところにも書いてございますけれども、６次産業化は非常

に広い分野を対象にしているということ、今回は「食」の分野で御議論を進めていただい

たということが明確になるようにということ。 

 あとは、６次産業化は私どもが法律をつくったのは１年なんですけれども、その前にい

ろいろな形で実は地域で取り組んでおられる方もいらっしゃいまして、６次産業化という

のが地域で取り組んでくださる方の１つの大きな合言葉と言ったらあれですけれども、目

指すものとして定着をし始めているということもございまして、その辺を考慮していただ

いて名称を決めていただければありがたいと思っております。 
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○大宮座長 ありがとうございます。趣旨についてと、留意点についてと、あとは変更案

の６つが出されております。農林水産省、経済産業省さんからも補足のお話がありました。

主査からありましたように、名称の６つの中から第１候補、第２候補ぐらいまで、我々で

今回絞ってもらいたいということなので、皆さんの御意見を自由にやり取りしながら絞っ

ていきたいと思います。 

 どなたかございますか。 

○佐藤委員 長いというイメージはありますね。最近ですと例えば役所で FP と、ファイナ

ンシャルプランナーのことをどちらかと言うと皆 FP と呼んでしまうんですけれども、何か

ツーセンテンスで終わらないかなという気はします。 

○大宮座長 一応絞ってここまでで、略称として短い略称をつくることは可能だと思うん

ですが、この 6 つぐらいの中から。 

○小川委員 １つのキーポイントは、片仮名用語を使うのか、農林業というような日本語

を使うのかという、玉沖委員の意見が１つポイントではないかと思うのですね。当初、座

長か主査がおっしゃっていましたけれども、これはできたらアジアに展開していきたいと

いうことであれば、私は玉沖委員の日本語化すべきじゃないかという意見もわかるのです

ができれば片仮名で使っていって一般化できるようにしていくというのが１つの考え方か

なと思います。 

 今、どれがいいかということの意見を表明させていただいてよろしいのでしょうか。 

○大宮座長 はい。 

○小川委員 私は、「フード・ビジネス・プロデューサー」というのがいいように思います。

それは、括弧で書いてあります価値創造ということで、要するにいろいろ大きい付加価値

をつけて我々は６次産業の発展と人材を育成するという考え方が出ていると思いますので、

括弧の中を見ますと、やはりプロデューサーとか、そういうのがいいかと思います。 

 あとは、プロジェクト・マネージャーというのは私はやっているのですけれども、プロ

ジェクトというのは最初と最後は決まっているというようなイメージなので、我々の世界

では、余りこれはずっと続けていきたいのであればちょっとこの名称にはそぐわないよう

に思います。 

○大宮座長 今のような形で、小川委員の方からは②の「フード・ビジネス・プロデュー

サー」というアジアの展開、あるいは内容的にはこれがいいのではないかという御意見で

した。委員の皆様は今のところどんな感じを持っているのか、御発言いただくとありがた

いのですが。 

 斉藤委員から、どうぞ。 

○斉藤委員 いろいろあるんですけれども、７段階のライン制を導入といったときに、卒

業程度の人たちが７段階に入ると聞いております。それが、プロデューサーとかプロジェ

クト・マネージャーという言葉を使っていいのかどうかというのがあります。違う名前で

いくのか、それとも７級とかという話になるのか、この辺の御議論をいただきたいのと、
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私は前から観光カリスマとか、地域活性化伝道師とか、いろいろ多くて、また出てきちゃ

うのかと思っておりまして、トッププロには地域活性化伝道師を自動的に授与するとか、

そういうような話をされてもいいのではないかというようには思います。 

 それから、日本語にするか、英語にするかという議論ですが、ここは本当に議論してい

ただきたいと思います。私は地域活性化伝道師のときの経緯をちょっと聞いたことがある

んですが、最初は地域活性化コーディネーターだったと思いますが、安倍首相が美しい日

本ということで、全部日本語でいけということで地域活性化伝道師になったというふうに

聞いております。なかなか説得力のある名前だったなと、実態は知りませんけれども、意

外と好きな名前だなと思っております。外国に出るときには、どのように展開していくの

か。この辺がちょっと難しいのかなとは思いますが、その辺の御議論もしていただければ

と思っております。 

 それから、もう一つ加えさせていただきますと、日本ではプロデューサーと名乗る人は

結構怪しい人が多くて、マネージャーというのがひとつ捨て難いなというのは個人的な意

見でございますが、申し添えます。以上でございます。 

○大宮座長 たくさんのお話がありましたが、７段階の件と、ほかのものとの連携という

か、トップになった場合の付加価値みたいな部分と、あとは日本語にするのかということ

と、マネージャーの方がプロデューサーよりはいいと。そのほか、どなたでも結構ですの

でお願いしたいと思います。 

 では、廣瀬さんの方から、今のところでこの６つの中では、あるいはこれではなくてこ

れがいいという新たな提案でも結構ですけれども。 

○廣瀬委員 ありがとうございます。私は、個人的にはちょうどその折衷案みたいな形に

なるんですが、５番の「食の６次産業化プロデューサー」というのがいいのかなと思って

います。今、食の世界ではいろいろな資格がありまして、フード・アナリスト、フード・

コーディネーター、フード・ビジネス・コーディネーター、さまざまな民間の資格がある

ということも考えますと、非常に混乱をするのではないかと思われます。今後、行く行く

はその資格そのもの自身のネーミングは変えていく必要性があるにせよ、現状では今一番

わかりやすい名称にするのが、国内的にまずは広まることではないかと思われます。 

 ですので、今後いろいろな意味合いがあろうかと思いますが、民間の資格も研究し、恐

らく今、若い、特に学校なんかの場合ですと何々コーディネーターというネーミングとい

うのは非常に人気があるように聞いておりますし、その辺との精査をしていく意味合いで

も「食の６次産業化プロデューサー」、これを海外に発信する場合には、場合によっては英

文化するなり何なりというような形で発信していくというようなことでもいいのかなと思

ってございます。以上でございます。 

○大宮座長 ５番の「食の６次産業化プロデューサー」ですね。 

 俵さん、お願いします。 

○俵委員 昨日、資料をいただいてずっと見ていたんですけれども、どういう形の方がい
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いのかというのはなかなか決められなくて今、皆さんの意見を伺って、食の６次産業化と

いうものを使うにしてもそのレベルによって、例えばレベル幾つまでは食の６次産業化人

材で、レベル幾つから幾つは食の６次産業化マネージャーで、一番上がプロデューサーと

か、何かそういうようなコアになるものが１つあって、そのレベルに応じて変えていくな

どということももしかしたらありなのかなと、今お話を伺いながら思いました。 

 実は、来るときまでは「フード・ビジネス・プロデューサー」がいいかなと思っていた

んですが、今はそんなような感じがしております。 

○大宮座長 「食の６次産業化プロデューサー」の後ろの方を食の６次産業化人材という

形で少しレベルによって変えるみたいなこともありじゃないかと。２つ目の候補としては

②の「フード・ビジネス・プロデューサー」。 

 鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 僕も、来るまでは５番の「食の６次産業化プロデューサー」かなと思ってい

たんですけれども、皆さんの意見を聞いていると迷ってしまっているんです。 

 確かに斉藤さんの御意見で、高校卒業程度の人でいきなりプロデューサーとか、それも

確かに実態に合うのかなという気もしますし、俵さんの御意見のようにそのレベルごとに

一番後ろの部分の呼び方を変えるというのならばレベルにマッチした表現ができるのかな

と。 

 前半部分で何を採択するかという考えをしていくと、僕の中では食の６次産業化という

のがわかりやすいのかなと思います。６次産業化とここでは当たり前のように使っていま

すし、いろいろなところで新聞を読んでいれば出てきますけれども、でも実態として６次

産業化という言葉を知らない人が異常に多いのは間違いなくて、そういう意味ではこうい

う名称を設定するに当たって、それを広めていくつもりもあって、僕自身も食の６次産業

化というのがいいかなと思っています。 

○大宮座長 嶋崎委員、どうぞ。 

○嶋崎委員 私は２つありまして、②の「フード・ビジネス・プロデューサー」が１つで

ございます。もう一つは、④の「農林漁業ビジネス人材」にプロデューサーを付けていた

だければどうか。 

 ただ、さっき佐藤社長が言ったように長い場合はちょっとあれしてもらえればいいんで

すけれども、農林漁業ビジネス人材プロデューサーというような、意味はこれが一番いい

ような気がします。ですから、②と④の変形ぐらいがいいかなという気はしています。以

上です。 

○大宮座長 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 私は、自分で資格のビジネスもやっているものですから、普及させるために

はわかりやすくて短いというのが非常に重要なファクターです。私は社会保険労務士とい

う事務所をやっているんですが、７文字です。弁護士、税理士は３文字ですので、こちら

の方がずっとわかりやすいんです。ですから、私は FP でほかの資格と略すとかぶりますが、
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「フード・パートナー」というのが一番わかりやすくて普及しやすいなというふうに思い

ます。 

○大宮座長 斉藤委員、どうぞ。 

○斉藤委員 私は「食の６次産業化プロデューサー」、もしくは食の６次産業化マネージャ

ーがいいかなと思っています。 

 今回、経済産業省さんが農商工連携という言葉を入れろと、ごもっともな御意見で、農

水省さんの６次産業化とつなげるとやはり長いということがあるというのが今回の問題の

始まりだったとは思うんですけれども、６次産業化という国家プロジェクトに近いものが

始まろうとしていて、是非６次産業という言葉を入れていただくことが大切なのではない

かというふうに考えてまいりました。 

 そういうことで、「食の６次産業化プロデューサー」、もしくはマネージャーということ

で御議論いただきたいと思います。 

○大宮座長 栗原委員、どうぞ。 

○栗原委員 私も実を言いますと、②の「フード・ビジネス・プロデューサー」と⑤の「食

の６次産業化プロデューサー」の２つのどちらかで迷ったんですけれども、最終的には②

の「フード・ビジネス・プロデューサー」かなと思いました。 

 農水省の新井さんの顔が浮かんでしまうんですけれども、６次産業化という名前を PR

していきたいということは趣旨としてはわかるんですが、実際には先ほど主査等の話もあ

りましたとおり名刺にそういう肩書きと言いますか、タイトルが入って使うとすると、６

次産業化というよりもビジネスプロデューサーと書いてあった方が何となくビジネスに直

結するような印象を、これは印象の問題ですけれども、６次産業化というとちょっと第三

者的に聞こえるのかなという感覚から、私は２番のビジネスプロデューサーの方がいいの

かなと思いました。 

○大宮座長 小沢委員、どうぞ。 

○小沢委員 私もどれがいいのか非常に悩んだんですけれども、プロジェクトとかパート

ナーという言葉が直接的にこれから発展していくビジネスを表現するか、その主体になる

人たちを表現できるかというとちょっと不安がありますし、そういったところでやはりビ

ジネスなり、そういう言葉が入った方がいいのかなと思って②番という判断を 1 つはしま

した。 

 ただ、⑤番のところで場合によっては産業を外してしまう。６次産業という言葉自体が

もしかすると従来の本来の産業分類とは違うんだと造語的に扱うのであれば、思い切って

６次化みたいな言葉にしてしまう手もあるかなというふうにちょっと思って、このまま６

次産業化と言うと、上の方の趣旨の②番なりのところでこれまで議論になっていた部分が

ぬぐえないということで言うと、取ってしまうという手もありかなと。そういう面で、②

番と⑤番のどちらかというふうには判断しています。 

○大宮座長 ②と⑤の中の、もし⑤であればむしろ大胆に食の６次化プロデューサーのよ
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うな形の方がいいのではないかという御意見です。 

○大宮座長 タスクフォースの藤村委員もお願いできればと思います。 

○藤村委員 私は皆さんの御議論を聞いておりまして、キーワードを残さないといけない

というのが食と、それからあとは趣旨の（１）の①の生産・加工・流通・販売をもともと

指向していたものですから、６次というこの２つのキーワードは外さない名称で考えられ

た方がいいかなと思っています。以上です。 

○大宮座長 委員さんの方からは皆さん出されましたが、御出席の方でまだ何かコメント

等はありますでしょうか。 

 現在のところですと②と⑤がかなり出されておりまして、「フード・ビジネス・プロデュ

ーサー」というのと、５番目の「食の６次産業化プロデューサー」、⑤に関しては産業とい

うのを入れるか入れないかという議論もありますが、食の６次産業化と、②の「フード・

ビジネス・プロデューサー」が候補として人気があると。勿論、③と④も出ておりますが。 

○大久保主査 今、既に全員の方に御発言をいただきまして１点もしくは２点、皆さんに

投書していただきましたので、１点に絞っていっていただいた方を１票、２つの場合は 0.5

票という形で、あらかじめいただいた御意見も含めて今、一生懸命計算をしたところです。

計算結果を御報告いたしたいと思います。 

 「フード・プロジェクト・マネージャー」は０票でした。 

 「フード・ビジネス・プロデューサー」が 3.0 票。 

 「フード・パートナー」が 1.0 票。 

 「農林漁業ビジネス人材」が 1.5 票。 

 「食の６次産業化プロデューサー」が 5.5 票。 

 「フード・チェーン・プロデューサー」が 0.5 票。 

 こういう結果になっております。 

 ですから、投票数で言えば、「食の６次産業化プロデューサー」が１で、２番目が「フー

ド・ビジネス・プロデューサー」という形で、⑤と②という形になっております。今、こ

こだけで一たん集計させていただきましたので、もし皆さんの方でよろしければ第１の得

点を取ったところ、第２の得点を取ったところを軸といたしまして、これは多分判断とし

て６次という言葉を意図的に使うことがいいのか。それとも、あえてそうでない言葉を使

うのがいいのか。あるいは、片仮名でもいいのか、平仮名がいいのか。 

 この辺のところは、最終的には全体の政務の方ともちょっと意見交換をさせていただき

たいと思いますので、今の状態であれば⑤と②ということを第１候補、第２候補として内

部調整の上、決めさせていただくということになるんですけれども、それでよろしいでし

ょうか。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。今日、御欠席の方々も⑤の「食の６次産業化プロデュ

ーサー」、あるいは②の「フード・ビジネス・プロデューサー」辺りに票が入っていますし、

私が進行の間に主査が点数化してもらって、点数によれば⑤が第１候補で②が第２候補と
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いう形で、いずれにしましても今の御意見をいただいて、本ワーキング・グループにおけ

る名称変更の案としては⑤と②を候補として決定したという形で、最終的には内閣府の政

務に相談して名称を決めていただくという形で進めてよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○大宮座長 なかなか悩ましい名称ですが、今のような手続きで御議論をいただいたとい

うことで進めていきます。 

 また、本日の御議論を踏まえて、事務局で先ほど説明があったように、これから実証事

業の公募手続をすぐ打っていただいて次の作業を進めることになります。それでよろしい

でしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○大宮座長 ありがとうございます。 

 それでは、今日の予定はもうちょっとあったんですが、皆さんにいろいろ御意見をいた

だきまして予定された議論は終わりました。どうもありがとうございました。今後も起草

委員会の検討状況につきましては随時、皆さんと共に共有化して、必要に応じて先ほどあ

りましたように委員会を開くことになると思います。今後とも御協力よろしくお願いいた

します。 

 最後に、大久保主査からコメント等がありましたらよろしくお願いいたします。 

○大久保主査 ありがとうございました。 

 もともと「わかる」と「できる」の基準化のところの小委員会の議論は、大変難しい議

論をやっていただいたこともありまして、当初予定していたよりは回数を多く開催するこ

とになりまして、全体のスケジュールは若干後ろ倒しになっておりますが、今日のワーキ

ングによって実証事業についてもこれでいくということになりましたので、なるべく早々

に公募を開始したいと思っています。 

 それから、全体のタスクフォースもできるだけ早い時期に開いて、今日ここまでの決定

事項を報告させていただきたいと思っています。 

 来年度、幾つかの地域で実際にこの教育していただいた上での認証もスタートを切りた

いというふうに思っておりまして、今はその予算申請をしているところでありますので、

またその状況についても次回のワーキング等では御報告できればと思っております。あり

がとうございました。 

○大宮座長 それでは、第７回の会合を終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 


